
別表十六(二)
｢旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」

取得等をした減価償却資産で取得価額が30万円未満であるものについて、措置法第67条の5｟中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例｠の規定の適用を受ける場合には
、別表十六(七)をご使用ください。

各欄の記載要領
この別表は、おおむね別表十六(一)の各欄の記載要領に準じて記載しますが、別表十六(一)の記載と特に異なる箇所は、次のとおりです。

「⒃＞⒆の場合」の各欄
「16」が「19」を上回る場合であっても、「18」が「19」以下であるときは、記載

しません。
なお、この場合には「24」も記載しません。

「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額17」及び「前期から
繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額37」の各欄
前期以前から当期に繰り越した特別償却不足額又は適格組織再編成により移転を受

けた特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額がある場合に記載します。

「旧定率法の償却率20」
耐用年数省令別表第七に掲げる償却率(耐用年数省令第4条第2項｟旧定額法及び旧定

率法の償却率｠の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数に12を乗じ
てこれを当期の月数で除して得た耐用年数に対応する同条第1項に規定する旧定率法の
償却率)を記載します。
月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。
除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

「計((21)＋(22))又は((18)－(19))23」
次の場合に応じ、それぞれ次の算式により計算した金額を記載します。

⑴ 「「18」－(「21」＋「22」)」の金額が「19」の金額を超える場合
((21)＋(22))又は((18)－(19))

⑵ ⑴以外の場合
((21)＋(22))又は((18)－(19))
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・
・
・

「翌期に繰り越すべき特別償却不足
額46」

「17」及び「37」の内書の金額が
ある場合には、その金額を「17」及
び「37」から控除して計算します。

「合計38」
「17」及び「37」の内書の金額が

ある場合には、その金額を「17」及
び「37」から控除して計算します。

「計33」
算式中「(26)」の金額については、

当期の中途で事業の用に供した資産が
ある場合又は当期が1年未満の場合に
は、「調整前償却額26」の本書の金額
によって計算します。

「定率法の償却率25」
耐用年数省令別表第九又は別表第十に掲げる定率法の償却率を記載します。
ただし、耐用年数省令第5条第2項｟定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率

及び保証率｠の規定の適用を受ける場合には、耐用年数省令別表第九又は別表第十に掲げ
る定率法の償却率に当期の月数を乗じて12で除した償却率を本書として記載し、耐用年数
省令別表第九又は別表第十に掲げる定率法の償却率を上段に括弧書として記載します。
この場合の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。

「調整前償却額26」
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によります。

⑴ 当期の中途に事業の用に供した資産がある場合
次の算式により計算した金額を記載します。

⑵ 当期が1年未満の場合
「18」の金額に「25」の本書の償却率を乗じて計算した金額(当期の中途に事業

の用に供した資産がある場合には、更に当期の事業供用月数を乗じて当期の月数で
除した金額)を本書として記載し、「18」の金額に「25」の上段の括弧書の償却率
を乗じて計算した金額を上段に括弧書として記載します。

1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。

「改定償却率30」
耐用年数省令別表第九又は別表第十に掲げる改定償却率を記載します。
ただし、耐用年数省令第5条第4項｟定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定

償却率及び保証率｠の規定の適用を受ける場合には、耐用年数省令別表第九又は別
表第十に掲げる改定償却率に当期の月数を乗じて12で除した償却率を記載します。
月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。

「改定償却額31」
当期の中途で事業の用に供したものについては、次の算式により計算した金額を

記載します。

((29)×(30))×

月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。

事業供用月数

当期の月数

事業供用月数

当期の月数
((18)×(25))×

「改定取得価額29」
前期の「29」の金額の移記に当たっては、当期に評価換え等が行われたことにより

その帳簿価額が増額された場合には、次の評価換え等の区分に応じ、それぞれ次の事
業年度において、その増額された金額を加算した金額を記載します。
⑴ 期中評価換え等が行われた場合…その期中評価換え等が行われた事業年度
⑵ 期末評価換え等が行われた場合…その期末評価換え等が行われた事業年度の翌期
以後の各事業年度

「保証率27」
耐用年数省令別表第九又は別表第十

に掲げる保証率を記載します。
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